
 

１割負担 ２割負担 ３割負担

１８９９円

入院中の者が退院するにあたり

訪問リハビリテーション事業所の医師又は

理学療法士・作業療法士が退院前カンファレンス

に参加し退院時共同指導を行なった場合。

※訪問リハビリ事業所の医師がリハビリ計画の作成に係る診療を行わなかった場合　−５０単位／回にて計算

認知症短期集中リハビリテーション加算

２４０単位／日（週２回まで） ２５４円 ５０７円 ７６０円

認知症と医師が判断した者でリハビリにより

生活機能改善が見込まれると判断された者に対し

退院(所)日又は訪問開始日から３ヶ月以内に

リハビリを集中的に行なった場合。

サービス提供体制強化加算（Ⅱ）

３単位／回 ４円 ７円 １０円
訪問リハビリテーションを提供する

理学療法士、作業療法士のうち

勤続年数３年以上の者がいること。

サービス提供体制強化加算（Ⅰ）

６単位／回 ７円 １３円 １９円
訪問リハビリテーションを提供する

理学療法士、作業療法士のうち

勤続年数７年以上の者がいること。

訪問リハビリマネジメント加算ロ

（追加加算ありの場合）

４８３単位／月
５１０円 １０１９円 １５２９円

上記の条件に加え

医師が説明し、利用者又は家族に

同意を得た場合に追加加算。

訪問リハビリマネジメント加算ロ

２１３単位／月 ２２５円 ４５０円 ６７５円
「イ」の要件を満たし

訪問リハビリテーション計画の内容を

厚生労働省に提出している場合。

訪問リハビリマネジメント加算イ

（追加加算ありの場合）

４５０単位／月
４７５円 ９５０円 １４２５円

上記の条件に加え

医師が説明し、利用者又は家族に

同意を得た場合に追加加算。

訪問リハビリマネジメント加算イ

１８０単位／月 １９０円 ３８０円 ５７０円
リハビリテーション会議を実施し

訪問リハビリテーション計画について

理学療法士・作業療法士が説明した場合

内容
金額

備考

訪問リハビリテーション費

３０８単位／回（２０分）

１回（20分）につき週６回が限度。

例）４０分実施の場合は２回分の料金。

退院(所)日又は認定日から起算して

3ヶ月以内にリハビリを実施した場合。

週に２回以上の場合のみ。

短期集中リハビリテーション実施加算

２００単位／日

３２５円 ６５０円 ９７５円

２１１円 ４２２円 ６３３円

介護予防訪問リハビリテーション費

２９８単位／回（２０分） ３１５円 ６２９円 ９４３円
１回（20分）につき週６回が限度。

例）４０分実施の場合は２回分の料金。

退院時共同指導加算

６００単位／退院１回 ６３３円 １２６６円


